
平成２５年度 概算要求の概要 

（厚生労働省医政局） 
 
 

平成２５年度 概算要求額         １，９１１億７百万円  
うち、要求額                         １，４５５億７百万円 

特別重点要求                      ２２６億９千６百万円 
東日本大震災復旧・復興対策経費（復興特別会計） 

厚生労働省計上分                  ２２９億４百万円  
平成２４年度 当初予算額       １，６２５億８千７百万円 
差 引 増 減 額         ２８５億１千９百万円 
対 前 年 度 比             １１７．５％ 
（注）上記計数には、厚生労働科学研究費補助金等は含まない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
・地域医療の強化のための緊急対策                 １０３億円 

※ 医政局分に係る予算案 
（１）在宅医療の充実強化                       ２０．８億円 
  ・在宅医療連携拠点事業                         １９．６億円 

・小児在宅医療患者相談支援事業                                      １．１億円 
 
（２）へき地や救急医療におけるアクセス強化               ８２．２億円 
  ・へき地患者輸送車（艇）運行支援事業                   １．５億円 

・ドクターヘリ導入促進事業等                                      ８０．７億円 
 
・医療イノベーション５か年戦略の着実な推進                  １３６億円 

※ 医政局の事業に係る予算要求案。上記計数には、研究事業(厚生労働科学研究費補助金)を含めて計上  
（１）臨床研究中核病院の整備                    ６０．６億円 

※ うち、７億円は研究事業（厚生労働科学研究費補助金） 
（２）国立高度専門医療研究センターにおける個別化医療の推進等     ７５．４億円 

※ うち、５億円は研究事業（厚生労働科学研究費補助金） 

「日本再生戦略特別重点要求」で要望した事業内容 

 

・災害時の安心につながる在宅医療連携体制の推進〔厚生労働省計上〕             １０．５億円 

・国立高度専門医療研究センターによる東日本大震災からの 
医療の復興に資する研究〔厚生労働省計上〕※ 厚生労働科学研究費補助金         ５億円 

・医療情報連携・保全基盤の整備〔厚生労働省計上〕                          ９．５億円 

・被災地域の復興に向けた臨床研究中核病院の整備〔厚生労働省計上〕              ４．４億円 

・被災地域の復興に向けた国際水準で 
実施する臨床研究等の支援〔厚生労働省計上〕※ 厚生労働科学研究費補助金        １億円 

・被災地域の復興に向けた 
医薬品・医療機器の実用化支援〔厚生労働省計上〕※ 厚生労働科学研究費補助金      １０億円 

・国立病院機構の災害対応設備の充実・強化〔厚生労働省計上〕             ２０４．６億円 

｢東日本大震災復旧･復興対策経費(復興特別会計)｣に係る要求内容 
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主要施策 

Ⅰ．地域医療確保対策の推進 

 

医師の地域偏在の是正など地域医療を担う人材の確保を図るとともに、質の高い医療

サービスを実現し、国民が安心・信頼できる医療提供体制を確保する。 

 

１ 地域医療支援センターの整備の拡充                  １，１４１百万円 
 
・ 医師のキャリア形成支援と一体的に、地域の医師不足病院の医師確保を支援

するため、都道府県が設置する「地域医療支援センター」の箇所数を拡充し、
医師の地域偏在解消に向けた取組を推進する。 

 

２ 専門医に関する新たな仕組みの導入に向けた体制整備        ２５２百万円 
 
・ 医師の質の一層の向上や医師の偏在是正を図るため、専門医に関する新たな

仕組みを導入することとし、専門医認定のための基準の検討や研修病院（群）
が作成する研修プログラムの認定など、研修実施体制を確保するために必要
な経費について、中立的な第三者機関に対して財政支援を行う。【新規】 

 

３ 医療提供体制の在り方などの検討                       ２６百万円 
 

・ 医療提供体制に関する喫緊の課題に関して、求められる医療機能の在り方を

含め、高度な医療の提供を担う特定機能病院や地域医療の確保のための支援

を行う地域医療支援病院の在り方などについて、現状や将来を見据えた医療

提供体制の在り方、病院・病床の機能分化・強化の推進などを検討する。 

 

４ 医療計画の評価などの支援                              ３１百万円 
 
・ 新たに策定する医療計画の評価などに対する支援として、都道府県が医療計

画について必要な見直しを行えるよう数値目標や施策の進捗状況を評価・改
善するための指標の検討や医療計画の進捗状況などを公表するソフトの開発
などを行う。【新規】 

 

５ 

チーム医療の推進                     

※ 医療提供体制推進事業費補助金（22,000 百万円）の内数の他、衛生関係指導者養成等委託

費278 百万円 
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① チーム医療の普及推進【一部新規】                              ２７８百万円 
 
・ 多職種協働のチーム医療の取組を全国に普及させるため、病院団体や各関係

職種の職能団体などに委託して複数の医療関係職種の合同研修を行い、職種
間の相互理解やコミュニケーション能力の向上を図る。【新規】 

 
・  チーム医療を推進するため、専門的な臨床実践能力を有する看護師が医師の

包括的指示を受け、幅広い医行為を含む看護業務を実施できる仕組みの構築

に向け、業務の安全性や効果の検証を行う。 
 

② 看護補助者の活用【新規】                

※ 医療提供体制推進事業費補助金（22,000 百万円）の内数  
 
・ 看護職員と看護補助者の業務分担を進め、看護補助者を活用することにより、

看護職員の負担軽減に資するとともに雇用の質の向上を図るため、都道府県
が看護管理者（看護部長、看護師長など）向けに実施する看護補助者の活用
も含めた看護サービス管理能力の向上のための研修の実施に必要な経費につ
いて財政支援を行う。 

 

６ 
女性医師の離職防止・復職支援 

※ 医療提供体制推進事業費補助金（22,000 百万円）の内数の他、衛生関係指導者養成等委
託費163 百万円 

 
・ 出産や育児などにより離職している女性医師の復職支援のため、都道府県に

受付・相談窓口を設置し、研修受入医療機関の紹介や復職後の勤務様態に応
じた研修などを実施する。 
また、病院内保育所の運営に必要な経費について財政支援を行い、子どもを
持つ女性医師や看護職員などの離職防止や復職支援を行う。 

 

７ 
看護職員の確保対策の推進 

※ 医療提供体制推進事業費補助金（22,000 百万円）の内数の他、医療関係者養成確
保対策費等補助金等 4,923 百万円 

 
・ 地域医療に従事する看護職員の養成・確保を図るため、看護師等養成所の運

営、病院内保育所の運営や新人看護職員研修の実施などに必要な経費につい
て財政支援を行う。 

 
・ 看護職員の勤務環境を改善するため、都道府県が実施する就労環境改善研修

への財政支援を行う。 
 
・ 各都道府県ナースセンターに勤務する就労支援相談員をハローワークに派遣

し、就労相談や求人医療機関との調整等を行う。【新規】 

 

８ 
歯科保健医療対策の推進 

※ 医療提供体制推進事業費補助金（22,000 百万円）の内数の他、医療施設運営費等

補助金等 132 百万円 
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・ ８０２０運動について、成人の歯科疾患予防や検診の充実を行うなど、生涯
を通じた歯の健康の保持を引き続き推進する。 
また、安全で安心かつ良質な歯科保健医療を提供する観点から、歯科医療安
全等に関する情報収集等を行い、国民や歯科医療関係者へ歯科医療に関する
情報発信を行う。 

 
・ 地域の実情に応じた総合的な歯科口腔保健医療施策を進めるための体制確保、

障害者・高齢者施設などの入所者で歯科口腔保健医療サービスを受けること
が困難な者への対応やそれを担う人材の育成、医科・歯科連携の先駆的な取
組に対する安全性や効果などの実証などを行う。【新規】 

 
・ 歯科医療機関が電子カルテで保有する身元確認に資する歯科診療情報の標準

化とその活用の在り方に関する検討を行うとともに、その内容をモデル事業
を通じて実証する。【新規】 

 

９ 

保健医療福祉分野の公開鍵基盤（HPKI）普及・啓発など医療分野の情報化の推進 

※ 医療施設等設備整備費補助金（749 百万円）の内数の他、地域診療情報連携推進費補助

金等1,401 百万円 

【 うち、復旧・復興対策経費（厚生労働省計上）  ９５０百万円 】
 

① 保健医療福祉分野の公開鍵基盤（HPKI）普及・啓発事業【新規】 

２７百万円 
 

・ インターネットを介して診療情報のやり取りを行う場合のなりすましや改ざ
んといったリスクを回避するため、保健医療福祉分野における公開鍵基
盤（HPKI）を普及・啓発するために必要な経費について財政支援を行う。 

 
② 医療情報連携・保全基盤の整備（復興）                         ９５０百万円 

 
・ 医療機関の主要な診療データを、平時から標準的な形式で外部保存しバック

アップすることにより、災害時にも過去の診療情報を参照できる手段を確保
し、継続した医療の提供を可能とするとともに、平常時には連携医療機関相
互でデータの閲覧を可能とし、質の高い地域医療連携に活用できる医療情報
連携・保全基盤を整備する。 

 
③ 医療分野の情報化の推進                 

※医療施設等設備整備費補助金（749百万円）の内数の他、医療情報システム開発普及等委託費等423百万円 

 
・ ｢新たな情報通信技術戦略｣等に基づき、｢どこでもMY病院構想」や「シーム

レスな地域連携医療」の実現に向けた連携方策などの仕組みについての実証
事業や、根拠に基づく医療(EBM)の普及推進事業などの実施により、情報サ
ービスの確立を目指す｡ 
また､遠隔医療の設備整備について財政支援を行い､地域医療の充実を図る。 
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Ⅱ．在宅医療の推進 

 

施設中心の医療・介護から、可能な限り、住み慣れた生活の場において必要な医
療・介護サービスが受けられ、安心して自分らしい生活を実現できる社会を目指
す。 

 

１ 在宅チーム医療を担う人材の育成                          １００百万円

 
・ 平成 24 年７月にとりまとめられた厚生労働省版「提言型政策仕分け」の提言

内容などを踏まえ、今後、増加が見込まれる在宅療養者への質の高い在宅医療
を提供できるよう、地域で多職種がチームとして協働し、在宅療養生活を支え
るための人材を育成する。 
※ 厚生労働省版「提言型政策仕分け」（平成24年６月～７月実施）の提言関連 

 

２ 
在宅医療連携体制の推進                              ３，０１３百万円 

【 うち、特別重点要求               １，９６５百万円 】 
【 うち、復旧・復興対策経費（厚生労働省計上）    １，０４８百万円 】 

 
  ① 病状急変時の対応などを強化した在宅医療連携体制の推進（特別重点）    

   １，９６５百万円 
 

 在宅医療・介護あんしん2012における取り組みを地域全体に拡大していく
ため、平成24年７月にとりまとめられた厚生労働省版「提言型政策仕分け」
の提言などを踏まえ、市町村などを中心とした多職種協働による医療と介護
の連携の下で在宅医療が提供される体制づくりを推進する。特に在宅療養者
の病状が急変した場合の対応や、在宅で療養する小児・障害者などを支える
広域的な医療・福祉の連携体制の強化を図る。 
※ 厚生労働省版「提言型政策仕分け」（平成24年６月～７月実施）の提言関連 

 
② 災害時の安心につながる在宅医療連携体制の推進（復興） 

１，０４８百万円 
 

 災害が発生した場合でも在宅医療を必要とする人が安心して医療サービス
を受けることができるよう、市町村を中心とした、多職種協働による医療と
介護の連携の下で在宅医療が提供される体制づくりを推進するとともに、災
害時の在宅医療に必要な備品の整備を併せて行う。 
※ 厚生労働省版「提言型政策仕分け」（平成24年６月～７月実施）の提言関連 

 

３ 小児在宅医療患者の相談支援体制の整備                     １１５百万円
【 うち、特別重点要求   １１５百万円 】

 
・ 小児在宅患者の保護者の在宅療養への不安感を解消するため、小児在宅患者の

症状などに応じて療養上の助言やかかりつけ医などとの調整などを行うため
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の相談支援体制を整備する。【新規】（特別重点） 

 

４ 
在宅歯科医療の推進 

※ 医療提供体制推進事業費補助金（22,000 百万円）の内数、医療施設等設備整備費補助金

等 (749 百万円)の内数の他、衛生関係指導者養成等委託費18 百万円 

 
・ 生涯を通じて歯の健康の保持を推進するため、寝たきりの高齢者や障害者な

どへの在宅歯科医療について、地域における医科、介護等との連携体制の構
築、人材の確保、貸出用在宅歯科医療機器の整備等について財政支援を行う。 

 
・ 在宅療養者を介護する家族への歯科口腔保健の知識等の指導・普及を図るた

め、在宅歯科医療を実施している歯科診療所等に口腔ケアに必要な口腔内洗
浄装置などを整備する。 

 

Ⅲ．救急医療、周産期医療などの体制整備 

 

救急、周産期などの医療提供体制を再建し、安心して暮らすことのできる社会を実

現する。 

 

１ 

救急医療体制の充実        

※ 医療提供体制推進事業費補助金（22,000 百万円）の内数の他、医療施設運営費等補助金

等257 百万円 
 
 ① 救急医療体制の充実 

※ 医療提供体制推進事業費補助金（22,000百万円）の内数の他、医療施設運営費等補助金等121百

万円 
 

・ 救急医療体制の充実・強化を図るため、重篤な救急患者を 24 時間体制で受
け入れる救命救急センターなどへの財政支援を行う。 

 
  ② 救急勤務医の離職防止・確保対策【新規】                     １３６百万円 
 

・ 救急医療に従事する医師の就労条件の改善、キャリア支援などを通じた離職
防止、医師確保対策として、各医療機関で実施されている先駆的な処遇改善
方策に対し支援を行うことにより実効性のある方策を収集し、全国の医療機
関への周知を行う。 

 
  ③重篤な小児救急患者に対する医療の充実 

※ 医療提供体制推進事業費補助金（22,000 百万円）の内数  
 

・ 超急性期にある小児の救命救急医療を担う「小児救命救急センター」の運営
への支援や、その後の急性期にある小児への集中的・専門的医療を行う小児
集中治療室の整備などに対する財政支援を行う。 
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２ 

周産期医療体制の充実      

※ 医療提供体制推進事業費補助金（22,000 百万円）の内数の他、医療施設運営費等補助金

等77 百万円 
 
・ 地域で安心して産み育てることのできる医療の確保を図るため、総合周産期

母子医療センターやそれを支える地域周産期母子医療センターの NICU（新生
児集中治療管理室）、MFICU（母体・胎児集中治療管理室）などへの財政支援
を行う。 

 

３ へき地保健医療対策の推進                            １，９３０百万円 
 
・ へき地での医療提供体制の確保を図るため、総合的な企画・調整を行うへき

地医療支援機構の運営や、へき地診療所への代診医の派遣、無医地区などで
巡回診療を行うへき地医療拠点病院の運営などに必要な経費について財政支
援を行う。 

 

Ⅳ．災害医療体制の強化 

 

今後の災害への備えを図るため、災害医療体制の強化を図る。 

 

・ 災害医療体制の強化                                      ２０，６７２百万円 

【 うち、復旧・復興対策経費（厚生労働省計上）   ２０，４６２百万円 】
 
  ① 災害派遣医療チーム（DMAT）の体制強化                     ２１０百万円 
 

・ 災害時に被災都道府県や被災都道府県内の災害拠点病院などとの連絡調整な
どを担う災害派遣医療チーム（DMAT）事務局について、首都直下型地震の発
生を想定し、事務局機能を分散させるため、西日本に拠点を設置する。 

 

  ② 国立病院機構の災害対応設備の充実・強化【新規】（復興） 

            ２０，４６２百万円 
 

・ 国立病院機構の災害拠点病院について、災害に強い次世代型医療情報システ
ムの構築や自家発電設備の更新・増設を実施する。 
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Ⅴ．地域医療の強化のための緊急対策（特別重点） 

 

どこに住んでいても、その人にとって適切な医療・介護サービスが受けられる社会

を実現するため、疾病や状態によらずできる限り住み慣れた地域で在宅を基本とし

て生活を継続できる体制を整備する。 

 

１ 在宅医療の充実強化                                ２，０８０百万円 
 
 ① 病状急変時の対応などを強化した在宅医療連携体制の推進（再掲） 

１，９６５百万円 
 

・ 在宅医療・介護あんしん 2012 における取り組みを地域全体に拡大していく
ため、平成24年７月にとりまとめられた厚生労働省版「提言型政策仕分け」
の提言などを踏まえ、市町村などを中心とした多職種協働による医療と介護
の連携の下で在宅医療が提供される体制づくりを推進する。特に在宅療養者
の病状が急変した場合の対応や、在宅で療養する小児・障害者などを支える
広域的な医療・福祉の連携体制の強化を図る。 
※ 厚生労働省版「提言型政策仕分け」（平成24年６月～７月実施）の提言関連 

 
  ② 小児在宅医療患者の相談支援体制の整備【新規】（再掲） 

１１５百万円 
 

・ 小児在宅患者の保護者の在宅療養への不安感を解消するため、小児在宅患者
の症状などに応じて療養上の助言やかかりつけ医などとの調整などを行う
ための相談支援体制を整備する。 

  

２ へき地や救急医療でのアクセス強化                     ８，２１６百万円 
 
 ① へき地患者の輸送支援【新規】                                 １５１百万円 
 

・ 無医地区などのへき地住民に対する医療提供体制の確保を図るため、無医地
区などと近隣医療機関を巡回する「患者輸送車（艇）」の運行に必要な経費
について財政支援を行う。 

 
  ② ドクターヘリ運航体制のさらなる拡充【一部新規】               ８，０６５百万円 
 

・ 迅速な医療の提供が必要な全ての国民に、いち早い医療の提供を可能とする
ことを目指し、ドクターヘリの運航に必要な経費や格納庫などの整備につい
て財政支援を行うとともに、ドクターヘリ事業従事者の研修を行う。 

  また、災害時においても患者搬送体制を確保するため、災害拠点病院のヘリ
ポート整備について財政支援を行う。 
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Ⅵ．医療イノベーションの推進など 

 

「医療イノベーション５か年戦略」（平成24年６月６日医療イノベーション会議決定）に基づ
き、革新的医薬品・医療機器の創出や世界最先端の医療の実現に向けた医療イノベー
ションなどを推進する。 

 

１ 
臨床研究中核病院の整備                                  ６，９６６百万円

【 うち、特別重点要求            ６，０６０百万円 】
【 うち、復旧・復興対策経費（厚生労働省計上）  ５４４百万円 】

 
① 臨床研究中核病院の整備（一部復興）（一部特別重点）        ５，８０４百万円 

 
・ 日本の豊富な基礎研究の成果から革新的な医薬品・医療機器を創出するため、

国際水準（ICH-GCP（※）準拠）の臨床研究の実施や医師主導治験の中心的
役割を担っている臨床研究中核病院（復興分とあわせて５箇所）について、
研究開発の重点領域であるがん・再生医療などの分野で質の高い臨床研究を
実施する基盤として中心的役割を果たせるよう、体制強化を図る。 
また、難病・希少疾病・小児疾患などの医師主導治験の実施とネットワーク
構築に重点を置いた臨床研究中核病院を新たに７箇所整備する。 

※ ICH-GCP：日米ＥＵ医薬品規制調和国際会議による医薬品の臨床試験の実施基準 

ICH (International Conference on Harmonization of Technical Requirements for Registration of 
Pharmaceuticals for Human Use) 

GCP (Good Clinical Practice) 

 
② 国際水準で実施する臨床研究などの支援【一部新規】（一部復興）（一部特別重点） 

１，１６２百万円 
 

・ 臨床研究中核病院での国際水準の臨床研究を支援する。被災地では、革新的
な医薬品・医療機器創出拠点の形成を通じ、質の高い臨床研究を実施すると
ともに、産業振興、新産業創出により復興を図ることを目的とする。 

 

２ 
橋渡し研究などの推進                              ４，３００百万円 

【 うち、特別重点要求  ４，３００百万円 】 

 
・ 国立高度専門医療研究センター（ナショナルセンター）の機能を活用し、産

官学の連携、海外との連携による共同研究などを推進するとともに、研究所
と病院の連携による橋渡し研究（トランスレーショナルリサーチ）を推進す
る。【新規】（特別重点） 

 

３ 再生医療の推進                                    ４，３７２百万円
【 うち、特別重点要求  ２，８００百万円 】 

 
・ 再生医療の実用化に向け、細胞情報を収集したヒト幹細胞データベース、臨

床研究の効率化を促す臨床研究情報ネットワーク基盤や長期的にヒト幹細胞
を保存する体制を構築し、臨床研究体制の基盤を整備するとともに、ヒト幹
細胞の腫瘍化リスクなどに対する安全性の確保、機能不全となった組織・臓
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器の個別治療法の技術開発や iPS 細胞などのヒト幹細胞を用いた創薬の基盤
となる技術開発に関する個別研究を支援する。【一部新規】（一部特別重点） 

 

４ 個別化医療（※）の推進                               ３，２４０百万円 
【 うち、特別重点要求  ３，２４０百万円 】 

※ 個別化医療：患者一人ひとりの体質や病態にあった有効かつ副作用の少ない治療法（オー

ダーメード医療）や予防法（個別化予防） 
 

① 個別化医療推進のためのインフラ整備と研究の推進【一部新規】（特別重点） 
２，７４０百万円 

 
・ 国立高度専門医療研究センター（ナショナルセンター）で、病態の解明や新た

な診断・治療法開発のため、受診患者からバイオリソースや診療情報などを効

果的・効率的に収集するとともに、個別化医療の実現に向けた研究開発を推進

する。 
 

② 個別化医療に資する医薬品開発の推進【新規】（特別重点）          ５００百万円 
 

・ 治療薬の効果や副作用を予測し、治療薬の投与が適切な患者の選定を目的と
した検査薬の開発を推進する。特に新薬については、当該検査薬との同時開
発・同時審査を推進する。 

 

５ 早期・探索的臨床試験拠点の整備                         ２，８３７百万円 
 
・ 世界に先駆けてヒトに初めて新規薬物を投与したり、医療機器を使用する臨

床試験などの実施拠点となる早期・探索的臨床試験拠点に対し、人材確保、
診断機器などの整備、運営に必要な経費について財政支援を行う。 

 

６ 先進医療評価の迅速化・効率化                                ３９百万円 
 
・ 先進医療の評価・確認手続きの簡素化を図るため、一定の要件を満たす医療

機関が医療上必要性の高い抗がん剤に関する先進医療を実施する場合の安全
性・有効性について、外部機関による実施計画書の評価体制を整備する。【新
規】 

 

７ 日本主導のグローバル臨床研究拠点の整備                   ３７０百万円 
 
・ 国際的な治験・臨床研究の実施により、日本発シーズによる革新的新薬・医

療機器の創出や、医療の質の向上のためのエビデンスの確立を図るため、日
本主導でグローバル臨床研究を実施する体制を整備する。 
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８ 後発医薬品の使用促進                                 １４６百万円
 
・ 患者や医療関係者が安心して後発医薬品を使用することができるよう、品

質・安定供給の確保、情報提供の充実や普及啓発などによる環境整備に関す
る事業などを引き続き実施する。 

 
・ より医療現場に近いレベルで関係者の理解を図るため、都道府県が設置して

いる協議会に加え、市区町村若しくは保健所単位レベルで協議会を設置し、
地域住民への働きかけなど地域の実情に応じた取組を強化する。 

 
・ 医薬品市場のグローバル化が進む中、我が国の後発品メーカーの国際競争力

を高めるため海外市場への進出や、バイオ後続品の可能性を見据えた調査・
検討事業を行うとともに、安定供給に関する海外の事例調査を行う。【一部
新規】 

※ 厚生労働省版「提言型政策仕分け」（平成24年６月～７月実施）の提言関連 

 

９ 

革新的な医薬品・医療機器の創出に関する研究費の重点化 
１２，５０３百万円 

【 うち、特別重点要求            ４，０００百万円 】 
【 うち、復旧・復興対策経費（厚生労働省計上）  １００百万円 】 

 
・ 革新的な医薬品・医療機器の創出を目指し、基盤研究から治験・臨床研究に

おいて医薬品・医療機器の実用化に結びつく研究を重点的に支援する。【一部
新規】（一部特別重点）（一部復興） 

 

10 
被災地域の復興に向けた医薬品・医療機器の実用化支援  

１，０００百万円 
【 うち、復旧・復興対策経費（厚生労働省計上）  １，０００百万円 】 

 
・ 革新的な医薬品・医療機器を創出するとともに、産業のさらなる発展や雇用の創出を通じた

震災からの復興に貢献することを目指して、被災地域での大学、研究機関発のシーズ開発を
後押しし、臨床研究・医師主導治験を支援する。（復興） 

 

Ⅶ．各種施策 

 

１ 
国立高度専門医療研究センター及び国立病院機構における政策医療等の実施 

６２，７４１百万円 
 

・ 全国的な政策医療ネットワークを活用し、がん、循環器病等に関する高度
先駆的医療、臨床研究、教育研修、情報発信等を推進する。 

 

２ 国立ハンセン病療養所の充実                          ３３，３７２百万円 
 
・ 居住者棟の更新築整備を推進するとともに入所者に対する医療及び生活環境

の充実を図る。 
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３ 

経済連携協定に基づく外国人看護師候補者の円滑かつ適正な受入等 

※ 医療提供体制推進事業費補助金（22,000 百万円）の内数の他、衛生関係指導者養成等委

託費157 百万円  
 
・ 経済連携協定に基づく外国人看護師候補者を円滑かつ適正に受け入れるため、

看護導入研修を行うとともに、受入施設に対する巡回指導や学習環境の整備、
日本語の習得を含めた看護師国家試験の合格に向けた学習の支援を行う。ま
た、資格を取得できずに帰国した候補者の母国での再チャレンジ支援（模擬
試験の実施など）を行う。 

 

４ 国際医療交流（外国人患者の受入れ）の推進に向けた取組         １０百万円 

 
・ 国際医療交流を推進する観点から、外国人患者の受入に資する医療機関の認証

制度について、その質の向上や制度の周知・浸透を図るため、外国人患者の受
入実績を有する主な病院の状況調査や情報発信のための経費等の支援を行う。 

 

５ 諸外国の医薬品・医療機器産業情報確保対策                  １１百万円 

 
・ 諸外国における医療の実態や医薬品・医療機器産業の市場動向等を調査し、我

が国の医薬品・医療機器産業が世界市場へ進出するための振興策を検討する。
【新規】 

 

６ 「統合医療」の情報発信に向けた取組                        １２百万円 

 
・ 近代西洋医学と伝統医学・相補代替医療とを組み合わせたとされる「統合医

療」の有効性や安全性に関する学術論文等の情報を収集し、それらの信頼性
（エビデンスレベル）の評価を行うための経費を支援する。 

 

７ 手術手技向上のための研修体制の整備                       ５６百万円 

 
・ 医療の質と安全の向上を図るため、遺体を用いて高度な手術手技を習得させる

ための研修体制を整備するとともに、研修の効果や運営上の問題点等について
整理・検証を行う。【一部新規】 

 

８ 死因究明体制の充実に向けた支援                         ２３９百万円 

 
・ 解剖や死亡時画像診断などの取組みを促進させ、異状死や診療関連死の死因

究明を進めるために、医療機関等に対する支援を行う。【一部新規】 
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９ 地域医療再生計画に係る有識者会議の開催                   １２百万円 
 
・ 各都道府県において実施している地域医療再生計画について、有識者会議を開

催し、それぞれの進捗状況や成果についてヒアリング等を行う。【新規】 

 

10 必須医療機器等の安定供給体制確保対策                       ７百万円 
 
・ 大規模災害発生時等において医療の提供に支障が生じないよう、医療機器等の

安定的な供給体制の確保を図るため、医療機器業界に対しアンケート調査等を
行い、有事対応を円滑に行うための情報を整理する。【新規】 

 

 


